
治療と仕事の
両立支援

【ご留意事項】
本資料の内容は、厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づいた一般的な解説です。
実際の適用条件や支援内容は、各社の就業規則および個別の状況（疾病の種類、業務内容等）により異なります。
具体的な運用にあたっては、各社の規定に基づきご判断ください。
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1. 治療と仕事の両立支援を巡る状況①

病気を抱える労働者の通院状況

何らかの疾患で通院している就業者は約2.5人に1人
1998年25.5%→2022年40.6%まで上昇

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査（令和4年）」2022年調査（2023年公表）

年々、増加傾向です



出典：労働政策研究・研修機構（JILPT）「治療と仕事の両立に関する実態調査（患者WEB調査）」2022年，p.76-79

1. 治療と仕事の両立支援を巡る状況②

「疾病を理由に退職した」者の退職理由



労働政策総合推進法の改正により、

「治療と仕事の両立支援」が全ての企業(事業主)の努力義務となりました。

2. 法改正～両立支援推進の努力義務化～

「治療しながら働く」という選択肢を
安心して選べるような体制が必要

がん 心疾患 糖尿病

医療技術の進歩により、短期間の入院や
通院しながら社会生活を送るケースが増加 全ての企業で、治療と仕事の

両立支援体制の整備が求められる

例えば…

■柔軟な働き方

■相談窓口の明確化

■休暇制度など

施行開始日：令和 8年 4月 1日



3. 両立支援を行うための環境整備

「両立支援のために、会社はどのような準備が必要？」

基本方針等の表明と労働者への周知

治療と仕事の両立支援の基本方針と
就業規則に沿った具体的な対応方法を
周知する。

両立支援に関する制度・体制等の整備

休暇制度や勤務制度等を整備する。
支援の対応手順や関係者の役割、
関係者間の情報共有体制を明確にする。

相談窓口の明確化相談窓口の明確化

相談窓口や相談内容、情報の取扱い等を
明確にする。

両立支援に関する意識啓発

両立支援を円滑に実施するため、

従業員の意識啓発を行う。

引用：厚生労働省. “仕事と治療の両立支援ナビ”. https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/


4. 両立支援の進め方① 支援体制

参考：厚生労働省. “平成29年版厚生労働白書図表3-2-22”. https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-22.html

医療と就業の両面を支える「会社・医療機関・支援機関」のトライアングル型サポート体制

両立支援コーディネーターが「労働者(患者)・会社・医療機関」の間に立ち、情報共有や調整をサポート

就業継続の場合

両立支援プランの作成

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-22.html
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-22.html
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-22.html
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-22.html
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-22.html
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-22.html
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-03-02-22.html


4. 両立支援の進め方② 治療と仕事の両立支援カードの利用

治療と仕事の両立支援カードとは
病気の治療を続けながら働きたいと思う労働者が、
医療機関と職場の間で必要な情報を共有するためのツール

【利用目的】
★治療内容を職場に適切に伝える ★医療と職場の連携を円滑にする ★働き方の配慮を検討する

治療と仕事の両立支援カード利用の流れ

就業継続の場合

両立支援プランの作成

①カード(本人記載欄)の提
出

例)業務内容や勤務形態など

②カード(医師の意見)の発行③カードの提出
両立支援の申込

⓪本人からの申出
(配慮を受けたいという意思表示)

会社・産業保健スタッフ
主治医労働者(患者)

④両立支援プランの策定

参考：厚生労働省. “新様式「治療と仕事の両立支援カード」ガイドライン”. https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/download/

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/download/


4. 両立支援の進め方③ 治療と仕事の両立支援カードの内容

1 仕事に関する情報提供

労働者(患者)は、治療と仕事の両立支援
が必要となった場合、まず自らの仕事に
関する情報について「勤務情報提供書」
等
を作成して主治医に提供します。

2 主治医意見の提供

主治医から「主治医意見書」等で、
支援に必要な情報の提供を受けます。
ア：症状、治療の状況
イ：退院後／通院治療中の

就業継続の可否に関する意見
ウ：望ましい就業上の措置に関する意見
エ：その他配慮が必要な事項に関する意見

3 主治医意見の提出

主治医から収集した
「主治医意見書」等の情報を
事業者に提出し、両立支援を申請します。 4 産業医等の意見聴取

会社は、産業医等から意見を聴取し、
主治医の意見や労働者(患者)本人の要望を
勘案し、具体的な支援内容を検討します。

会社 医療機関

就業継続の場合

両立支援プランの作成
休職が必要な場合

労働者(患者)

産業保健スタッフや人事・労務管理担当者
も必要に応じて協力します

両立支援は、労働者(患者)が会社に申し出ることから始まります0
【本人記載】

勤務時間・勤務形態・業務内容・利用可能な社内制度

【主治医記載】

➢現在の治療状況や通院頻度

➢治療による体調への影響や配慮が必要な事項

➢就業継続の可否や就業上の留意点（主治医の意見）

➢必要な就業上の配慮（通院配慮、業務軽減、勤務時間調整な

ど）

カードに記載される主な内容

主に長期治療が必要な疾患

例) がん / 脳卒中 / 心疾患 / 糖尿病 / 肝疾患 / 難病
メンタルヘルス不調 など

両立支援が必要な疾患

本人記載欄 (抜粋)

引用：厚生労働省. “事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン”. https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/files/pdf/supportcard.pdf

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/files/pdf/supportcard.pdf


4. 両立支援の進め方④ 就業継続の場合

通院治療しながら仕事を両立する配慮の具体例は？

②勤務制度

【時差出勤制度】
始業・終業時刻を調整し、通勤ラッシュなど身体負担の大きい時間帯を避けて通勤できる制度

【短時間勤務制度】
療養中・療養後の負担を軽減するため、所定労働時間を短縮する制度(※育児、介護休業法に基づく短時間勤務制度とは別のもの)

【試し出勤制度】
復職前に勤務時間や日数を短縮して出勤し、職場復帰の準備を行う制度

①休暇制度

【時間単位の年次有給休暇】
年次有給休暇は原則「1日単位」で取得
労使協定を締結すれば「1時間単位」で取得可能 （上限は「年5日分」まで）

【傷病休暇・病気休暇】※年次有給休暇とは別

入院や通院などの治療のための休暇（会社が独自に設ける制度）

就業規則を確認してみましょう！

引用：厚生労働省.”事業者の方へｰ治療と仕事の両立支援の基礎知識”.https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/#basic-knowledge

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/#basic-knowledge
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/#basic-knowledge
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/formanagers/#basic-knowledge


4. 両立支援の進め方⑤ 休職する場合

※休職の流れや必要な手続きは会社ごとに異なります。まずは社内窓口に相談して確認しましょう。

まず早めの相談を！

【相談先】
・上司/人事
・産業保健スタッフ

まず早めの相談を！

【相談先】
・上司/人事
・産業保健スタッフ

就業規則を確認

・休職期間の上限
・休職中の給与/手当の有無

等

就業規則を確認

・休職期間の上限
・休職中の給与/手当の有無

等

休職を要する
診断書を準備
（主治医へ依頼）

休職を要する
診断書を準備
（主治医へ依頼）

会社へ
・診断書を提出
・休職を申請

会社へ
・診断書を提出
・休職を申請

休職開始休職開始



4. 両立支援の進め方⑥ 復職する場合

※復職の流れや必要な手続きは会社ごとに異なります。まずは社内窓口へ相談して確認しましょう。

主治医の復職可診断書＝復職可能ではない

まず早めの相談を！

【相談先】
・上司/人事
・産業保健スタッフ

まず早めの相談を！

【相談先】
・上司/人事
・産業保健スタッフ

主治医へ相談
復職可の診断書を取得
主治医へ相談
復職可の診断書を取得

産業医面談産業医面談

最終的な
復職決定
最終的な
復職決定

復職準備
・復職を意識して
生活リズムを整える

・通勤訓練 等

復職準備
・復職を意識して
生活リズムを整える

・通勤訓練 等

下記を基に会社が
復職の可否を判断
・産業医の意見
・本人の意欲
・復帰後の業務内容

下記を基に会社が
復職の可否を判断
・産業医の意見
・本人の意欲
・復帰後の業務内容医学的観点

就業の観点



6 お金の問題について

5. 経済面の公的サポート制度等

病気やけがで働けず給与が支給されない期間の生活を支えるための制度

【相談窓口】
加入している健康保険組合・全国健康保険協会（協会けんぽ）

傷病手当金傷病手当金

医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度

【相談窓口】
加入している健康保険組合・全国健康保険協会（協会けんぽ）

高額療養費制度高額療養費制度

病気やケガで一定の障害状態になった場合に受け取れる年金制度

【相談窓口】
日本年金機構

障害年金障害年金



7 相談窓口について
社内の相談窓口

外部の相談窓口

■産業医・産業保健師：健康面や両立支援の医学的アドバイス

■人事労務部門：就業規則や休職・復職制度について

■直属の上司：勤務調整や配慮事項の相談

■産業保健総合支援センター（無料相談）

全国47都道府県に設置された相談料無料の専門機関。

治療と仕事の両立支援に関する相談に電話・メール・来所で対応。

■地域産業保健センター（小規模事業場向け）

■医療機関の両立支援出張相談窓口

がん相談支援センター（全国のがん診療連携拠点病院等に設置）

ハローワーク（就労支援ナビゲーター等）

6. ご質問・ご相談はお気軽に

小さな悩みや疑問でも、一人で抱え込まずに上記窓口に相談しましょう。



✎病気を抱えながら働く人は増えており、

治療と仕事の両立支援の重要性が上昇している。

✎2026年4月から、治療と仕事の両立支援が事業主の努力義務となり、

積極的に取り組むことが求められる。

✎両立支援では、職場・本人・医療機関が連携しながら進めることが重要である。

✎両立支援カードや職場制度を活用し、無理のない就業継続や復職を目指す。

7.まとめ：誰もが安心して働き続けられる職場へ

誰もが安心して働き続けられる職場づくりのため、
日頃から相談しやすい環境を整えていきましょう！
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